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平成２２年１１月１２日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成２１年（ワ）第９４８号 火災保険等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２２年９月２日 

                判        決 

               主        文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

                事実及び理由 

第１ 請求の趣旨 

１ 被告は，原告に対し，６０２４万円及びこれに対する平成２１年３月２０

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ２ 仮執行宣言（これに対し，被告は仮執行免脱宣言の申立てをしている。） 

第２ 事案の概要 

 本件は，被告との間で個人財産総合保険契約を締結した原告が，当該保険契

約の目的である建物が火災により全焼したとして，被告に対し，当該保険契約

に基づき，保険金６０２４万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平

成２１年３月２０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害

金の支払を求めた事案である。 

１ 前提事実（認定根拠の掲記のない事実は当事者間に争いがないか，弁論の全

趣旨から認められる。） 

 （１）当事者等 

  ア 被告 

    被告は，保険業務などを扱う株式会社である。 

  イ 原告（甲２１） 

   （ア）原告は，別紙１物件目録記載の土地及び建物（当該建物を以下「本

件建物」といい，土地と併せて以下「本件不動産」という。）の所有者
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である。 

（イ）原告は，一橋大学を中退した後，株式会社富士銀行に入行し，昭和

５９年ころ同行を退職して，不動産ディベロッパー会社である「Ａ」に

入社し，同社勤務中である昭和６３年７月に有限会社Ｂ企画（以下「Ｂ

企画」という。）を設立し（甲２２），平成元年ころ「Ａ」を退社して，

Ｂ企画において不動産業等を営んでいた（原告１４９項ないし２０８

項）。 

そして，原告は，バブル崩壊の余波を受けて，平成１４年ころ，Ｂ企

画は倒産し，廃業した（ただし，実際の活動はそれ以前から休止してい

た。原告２４３項）。 

原告は，Ｂ企画の活動休止後，しばらくは埋蔵文化財の調査の仕事等

を行っていたが（原告２７７項），平成１３年ころ，Ｃ商事株式会社

（以下「Ｃ商事」という。）に入社し，経理の仕事を担当するようにな

った（原告２７２項ないし２８１項）。 

そして，同社の社長急逝のため，同社の任意整理手続を手伝った後，

平成１８年９月に，有限会社Ｄに嘱託社員として入社して総務の仕事を

していたが，本件口頭弁論終結時までには同社を退社した（原告４項な

いし１１項）。 

  ウ Ｅ 

    Ｅは，本件建物の一部を原告から賃借していたとされる人物である。 

 （２）本件建物の間取り等 

   本件建物の間取りは，１階部分は別紙２「１階平面図」のとおりであり，

２階部分は別紙３「２階平面図」のとおりである（なお，以下，特段の断り

のない限り，本件建物の各部分の呼称は，当該各別紙に記載された呼称に従

うものとする。）。 

 （３）原告による保険契約の締結 
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   原告は，平成１９年１０月１７日，被告との間で，大要，以下の内容の個

人財産総合保険契約を締結した（以下「本件保険契約」という。）（甲１）。 

  ア 保険契約者     原告 

  イ 証券番号      （省略） 

  ウ 適用される保険約款 個人財産総合保険普通保険約款 

              地震保険普通保険約款 

  エ 保険期間      平成１９年１０月１７日午後４時から 

平成２０年１０月１７日午後４時まで 

オ 保険の目的の所在地 （省略） 

  カ 保険の目的の所有者 原告 

  キ 保険料       基本 ７万６２５０円，地震 １万３５５０円 

              合計 ８万９８００円 

  ク 建物の基本保険金額 ６０２４万円 

 （４）火災の発生等 

   平成１９年１２月２日午前３時２３分ころ（甲２），本件建物において火

災が発生し（以下「本件火災」という。），本件建物は全焼した（乙２，乙

１１・２頁）。 

 （５）保険金の請求等 

   原告は，本件火災の後，被告に対し，本件火災を原因とする保険金の支払

請求をした。これに対して，被告は，被告担当者ないし被告代理人弁護士の

作成に係る平成２０年１１月２０日付け書面等により，原告の当該請求を謝

絶する旨等を通知した（甲３，５，６）。 

２ 争点及び争点に対する当事者の主張 

（１）本件火災は原告又はその意を受けた者により発生したものか 

 （被告の主張） 

  ①本件建物の焼損状況等からみて，本件火災が何者かによる放火によって
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発生したと認められ，出火場所は本件建物内の２カ所であると考えられるこ

と，②本件建物は本件火災に先立ってきちんと施錠されており，本件建物に

出入りできたのはその鍵を所持している原告とＥだけであったこと，③原告

又はその意を受けた者による放火を推認させる積極的事情（不審点）が多数

認められること，具体的には，（a）原告及びＥは経済的困窮状態にあり，

同人らには本件建物を焼失させて不当に保険金を取得する十分な動機があっ

たこと，（b）原告が本件建物を購入する合理的な理由がなかったこと，

（c）原告がＥに本件建物を占有させていた合理的な理由がないこと，（d）

本件保険契約の締結経緯及び契約内容が不審であること，（e）原告が複数

の住所を使い分けて居住実態を秘匿しており不審であること，などからすれ

ば，本件火災は，原告又はその意を受けた者の故意によるものと認められる

から，被告は保険金支払義務を負わない。 

 （原告の主張） 

 ア 被告の主張は，否認ないし争う。 

 イ 被告の主張の①の点については，被告側の立場で私的鑑定を行ったＦ

（以下「Ｆ」という。）による鑑定（以下「Ｆ鑑定」という。）の根拠が

薄弱であって妥当でないこと，②の点については，原告が本件建物の鍵を

所持していなかったこと，③の（a）の点については，（Ｅの経済状態は

不知であるが）原告及びその妻には十分な収入があり，負債も住宅ローン

と原告の前妻の借金があるのみであること，（b）の点については，Ｅの

持ちかけた話をきっかけに，将来的には本件建物に転居しようという動機

から本件不動産を購入したものであり，その動機には十分な合理性がある

こと，（c）の点については，原告とＥの間に本件建物の一部についての

賃貸借契約が締結されており，Ｅが本件建物を占有している合理的理由が

あることは明らかであること，（d）の点については，本件保険契約の締

結に関与した代理店の代表であるＧと原告は旧知の仲であり，本件保険契
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約の保険金額についても当該代理店の査定によるものであったこと，

（e）の点については，原告の住所地の使い分けには合理的理由があるこ

とからして，被告の主張には理由がない。 

（２）本件保険契約は公序良俗違反により無効か 

 （被告の主張） 

  本件保険契約は，原告が故意の放火により火災保険金を不正に取得する目

的のために締結されたものであって，公序良俗に違反し無効であるから，原

告の被告に対する保険金請求権は発生しない。 

 （原告の主張） 

  否認ないし争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（本件火災は原告又はその意を受けた者により発生したものか）

について 

 （１）認定事実 

前記第２の１の事実，各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によると，次の各

事実が認められる（分かりやすさの観点から，前記前提事実についても必要

に応じて再掲する。なお，証人Ｅの第２回口頭弁論及び第３回口頭弁論にお

ける各証言を証拠として掲げる場合は，各証人調書における通し番号を付し

て「Ｅ２－○項」，「Ｅ３－○項」のように特定する。）。 

   ア 本件建物の周辺の状況（乙４，９） 

    （ア）本件建物の東側と南側は山林に面している。また，本件建物の北側

及び西側には一般住宅があるが，それらの住宅は，本件建物の概ね西側

を流れる発心川を挟んだ先に位置している。 

（イ）本件建物の南西には，発心川に架けられた橋があり，本件建物に立

ち寄るにはこの橋を渡る必要があるが（乙１１添付資料２写真第１号），

当該橋を渡った先には本件建物しか存在せず，道は行き止まりになって
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いる（Ｅ３－４０項）。 

イ 原告による本件不動産の購入等 

 （ア）原告は，平成１９年１０月１６日，Ｈから，本件不動産を代金合計

額２４２０万円で購入した（甲７）。 

 （イ）そして，原告は，同月１７日，被告との間で，本件保険契約を締結

した（甲１）。 

本件保険契約の締結にあたっては，原告は，以前より知り合いであっ

たが特に個人的な親交があった訳ではないＧに対して話を持ちかけた

（乙２０）。そして，Ｇが保険会社のマニュアルに従って，都道府県別

の構造別の単価と面積から本件建物の再調達価格の評価を行い，保険金

額を設定して原告に提示し，これを原告が了解したため，建物の基本保

険金額を６０２４万円とする本件保険契約が締結された（乙２０）。 

   ウ Ｅによる本件建物の賃借等 

    （ア）原告は，平成１９年１０月３１日付けで，Ｅの経営するＥ生活科学

研究所との間で，本件建物の１階部分の賃貸借を内容とする契約書を締

結した（その概要は以下のとおり。）（甲９）。 

     ① 使用目的：高年者共同生活施設「（省略）」の運営に使用する。 

     ② 契約期間：平成１９年１１月１日から平成２９年１０月３１日まで

の１０年間。 

③ 賃  料：平成１９年１１月１日から平成２０年５月３１日まで無

償，同年６月１日から平成２５年５月３１日まで月額２

０万円，同年６月１日以降月額２５万円。 

     ④ 敷  金：１５０万円 

     ⑤ 特  約：借主は，平成２０年２月末日までは，本件建物の貸主使

用部分の書斎，納戸等を利用できる。 

    （イ）なお，上記賃貸借契約に係る契約書は，体裁の異なるものが複数締
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結されており（乙１５），また，Ｅは，本件共済契約（後に定義す

る。）の締結に際しては，これらの契約書とは内容の異なる別の賃貸借

契約書を提示していた（賃借の対象が本件建物全体であるように記載さ

れ，契約期間も２０年間とされている等の相違がある。乙１６）。 

    （ウ）そして，Ｅは，平成１９年１１月１６日，全国共済農業協同組合連

合会（以下「ＪＡ共済連」という。）及び久留米市農業協同組合（以下

「ＪＡ久留米」という。）との間で，本件建物内の営業什器備品につき，

建物更生・賠償責任共済契約を締結し，また，本件建物内の家財家具一

式についても，同様に，建物更生・賠償責任共済契約を締結した（以下，

両契約を総称して「本件共済契約」という。）（乙１３，２１）。 

    （エ）なお，Ｅは，本件共済契約の締結時には，建物の用途として，グル

ープホーム兼住宅としていた（乙２１・別紙１，３，６）が，Ｅは当該

用途を否定する供述をしている（Ｅ３－１項ないし２１項）。 

   エ 本件火災の発生 

  平成１９年１２月２日の午前３時２３分ころ，本件火災が発生した。 

   オ Ｅの本件火災の前後の行動等 

（ア）Ｅは，本件火災の発生した日に先立って，本件建物の１階部分に，

家財道具等を搬入していた。そして，Ｅは，西側和室を自らの生活スペ

ースとして利用し，コタツや寝具などを置いていた（Ｅ２－９３項）。

なお，Ｅは，何度か暖炉を使用したが，最後に使用したのは平成１９

年１１月２５日であり（乙７），本件火災の前日には暖炉を使用し

ていなかった。（本項につき，甲２０） 

（イ）本件火災の前日，Ｅは，１９時から２０時くらいまで，本件建物に

滞在していた。その間に，Ｅは，西側和室のコタツに座って，数本タバ

コを吸い，その吸い殻は，陶器の灰皿に入れた（乙４，乙１０・写真６

９）。（本項につき，乙７） 
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（ウ）そして，Ｅは，本件建物の玄関の施錠を確認してから（乙７，Ｅ３

－１２７項），外出し，知り合いの女性と共に，飯塚のスナックに行き，

それから食事をしに行った後に，仮眠をとるために向かったネットカフ

ェの駐車場で，同人の携帯電話に消防か警察から架かってきた電話によ

り，本件火災の事実を知らされた（Ｅ２－１６３項ないし１７９項，Ｅ

３－１１６項，１１７項）。 

（エ）Ｅは，その後，ＪＡ共済連ないしＪＡ久留米に対し，本件火災によ

る罹災家財申告を行い，その後のＪＡ共済連における調査等を経て，営

業什器備品の損害額が７００万円，家財家具一式の損害額１０７８万５

０００円と算定された（乙２１）。 

（オ）そして，ＥとＪＡ久留米は，協議を経て，最終的に，平成２０年１

２月１１日，福岡簡易裁判所における即決和解により，ＪＡ久留米のＥ

に対する本件共済契約による共済金の支払額を３２０万円とすること等

を合意した（乙２１・別紙１０）。 

   カ 原告，原告の妻及びＥの経済状態 

    （ア）原告について 

      原告の市県民税（所得）証明書上の収入額は，平成１７年分が２２１

万８１９４円（公的年金等収入額のみ）であり（甲１３），平成１８年

分が３２２万９９３０円（公的年金等収入額２２１万３７３０円と給与

収入額１０１万６２００円の合計）であり（甲１５），平成１９年分が

４３６万６６９８円（公的年金等収入額２２１万１４９８円と給与収入

額２１５万５２００円の合計）であった（甲１７）。 

      なお，原告は，上記の他にも税務申告をしていない収入があったとし

ており，無申告の理由として，Ｃ商事の任意整理手続を手伝った際の報

酬であり弁護士法違反にもなりかねない性質の支払であることなどを挙

げ，また，負債については，住宅ローンと前妻の借金が若干あるのみで
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あるとしているが，いずれも確たる証拠はなく，その経済状態の実態は

不明である。 

    （イ）原告の妻について 

原告の妻であるＩの市県民税（所得）証明書上の所得額は，平成１７

年分が１３９万８１４８円であり（甲１４），平成１８年分が１５４万

２３１１円であり（甲１６），平成１９年分が１６２万１１２６円であ

った（甲１８）。 

原告の妻の負債の状況については，その実態は明らかでなく，その経

済状態の実態は不明である。 

    （ウ）Ｅについて 

      Ｅは，かつて経営していた会社の負債を含めると，２億円から３億円

程度の借金を抱えて，返済の督促を受けており，破産をするか，破産を

せずに何とか少しでも返済していくか迷っている状態であった（Ｅ２－

２０５項ないし２１４項）。 

      なお，Ｅは，平成２０年８月ころ，交通費欲しさから建造物侵入等の

罪を犯して，懲役１年執行猶予３年の刑を受けた（Ｅ２－３９７項ない

し４０７項）。 

      また，Ｅは，本件建物の軒の工事を地元の業者に発注して施工させた

が，その請負代金を支払っていない（甲２３）。 

   キ 本件建物の焼損状況等（乙４） 

平成１９年１２月２日午前９時３０分から同日午前１１時４５分にかけ

て，本件火災に係る本件建物の実況見分が実施された。その結果，以下の

各事実が判明した（なお，以下では，便宜上，実際の方位でいう「東北

東」を「東」といい，同様に，「西南西」を「西」，「南南東」を「南」，

「北北西」を「北」ということとする。）。 

    （ア）本件建物外周部について 
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     ａ 本件建物の北側は，２階窓ガラスは焼損し，煙突部西側の壁及び屋

根は焼け落ちている（乙１０・写真２及び３）。なお，本件建物の１

階部分の北側には，西から順に，軒・カーポート・ガレージが並んで

いるところ，木製の軒の柱及び垂木には焼損は見られないが，カーポ

ートのアクリル板で出来た屋根は南側が溶融している（乙１０・写真

８ないし１１）。 

     ｂ 本件建物の西側は，１階外壁は残存しているが，２階の屋根は焼け

落ち，母屋（もや）及び合掌は変形している（乙１０・写真４ないし

６）。 

     ｃ 本件建物の南側は，１階外壁は残存しているが，２階の屋根は焼け

落ち，母屋は変形している（乙１０・写真７）。 

     ｄ 本件建物の東側は，外壁などに焼損は見られない（乙１０・写真１

２及び１３）。 

     ｅ 以上のとおり，本件建物の１階外壁部分は概ね残存しているといえ

る（なお，乙１１添付資料２写真第１号ないし第８号参照）。 

    （イ）本件建物内部について 

ａ 本件建物内部の焼損状況等の概要は，別紙４「本件建物内部の焼損

状況等」に記載したとおりである（乙１０）が，加えて，以下の状況

が認められる。 

ｂ 本件建物のリビングには，ライターが残焼物として認められ（乙１

１添付資料２写真第２４号ないし第２６号），また，西側和室の南寄

りの場所には，コタツが残焼物として認められる（乙１１添付資料２

写真第３１号ないし第３４号）。 

ｃ 本件建物の勝手口付近には配電盤があるが，ここから発火したこと

を窺わせるようなショートの痕跡（いわゆる短絡痕ないし溶融痕とい

われるもの）は，特段認められない（乙１１添付資料２写真第２７号
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ないし第３０号）。 

ｄ 本件建物の勝手口のドアの錠は，補助錠も含め，閂の出た状態で焼

損していた（乙１１添付資料２写真第３５号及び第３６号）。 

なお，原告は，当該勝手口のドアの鍵を所持していた（乙１４・７

頁）。また，当該勝手口の鍵は暗証番号付きのダイヤルロック式であ

ったが，暗証番号を入力しなくても解錠可能な状態であった（乙１

４・１６頁）（付言するに，仮に，当該勝手口の鍵が，暗証番号を入

力しないと解錠可能でない状態であったとしても，当然ながら，鍵を

所持する人物が暗証番号を知らされていれば，解錠可能である。）。 

ｅ 本件建物の玄関の引き戸は，４枚の戸で構成されているところ，建

物の外側から見て（戸が正しい位置で全て閉まった状態の場合に）左

から３番目に位置する戸は焼損して戸枠から外れていたが，錠は

「閉」となったまま焼損していることから，本件火災の当時，当該戸

も戸枠にきちんとはまって施錠されていたものと認められる（乙１１

添付資料２写真第９号，第１０号，第３７号ないし第４０号）。そし

て，左から２番目に位置する戸の錠は「開」となっているように見え

るが，その余の戸の錠は「閉」となっている（乙１１添付資料２写真

第４１号ないし第４４号）。 

    （ウ）油彩反応 

      本件火災に係る実況見分時に実施された油彩試験では，油彩反応は認

められなかった（乙４）。 

   ク 出火場所・出火原因についての消防判定 

    （ア）本件火災の出火場所について，消防判定の結論は，不明である（平

成２０年１月２５日付けの消防の「火災原因判定書」では，結論と思わ

れる部分がマスキングされており，判読できない。乙３）。 

    （イ）本件火災の出火原因について，消防判定では，「タバコ，電気関係，
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暖炉，放火それぞれについて検証を行ったが，出火原因に結びつく確た

る証拠は認められないため，本火災の原因は不明とする。」とされてい

る（乙３）。 

   ケ 原告の居住実態等（甲２１） 

    （ア）原告の実際の住所地は，（省略）所在のマンションである（原告４

５６項）（以下「本件マンション」という。）。 

なお，本件マンションの地下には，地下に物置スペースがあり，原告

もその１区画を利用しているところ，当該物置スペースは，各利用者の

利用区画ごとにシャッターが閉まり施錠できる構造になっており，また，

地下の物置スペースに降りるための入り口には，南京錠がかけられてい

る（甲１９）。 

    （イ）原告は，本件保険契約締結時には，住所地として，「（省略）」を

記載していた（以下「本件第２住所地」という。）（甲１）。同所は，

原告の元の勤務先であるＣ商事の専務であったＪの自宅であり，原告は

Ｊの承諾を得て同所に住民票を置き，また，原告名義の郵便ポストを設

置していた。 

    （ウ）原告は，現在，その住民票を「（省略）」に置いている（以下「本

件第３住所地」という。）。同所は，原告が以前居住していた住所地で

ある。 

    （エ）原告は，このように他人の住居に住民票を置いたり，郵便ポストを

設置したり，また，以前の住所地に住民票を置く理由として，右翼系暴

力団員からいわれのない脅迫を受けた経緯があったこと等を挙げている。 

 （２）出火場所について 

  ア 前記認定事実のとおり，本件建物の１階外壁部分は概ね残存してい

ること等から，出火場所は本件建物の内部であると考えられるところ，

本件建物の２階部分の焼損状況からして，同部分は，１階のステージ
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上部の吹き抜け部分から延焼したものと考えられ，また，１階東側洋

室や北側浴室の焼損状況から，これらの部分は西側から延焼したと考

えられ，１階洗面所と台所の焼損状況から，これらの部分は南側ない

し西側から延焼したと考えられ，リビングの焼損状況から，同部分は

西側から延焼したと考えられ，玄関と玄関付近のトイレの焼損状況か

ら，これらの部分は南側から延焼したと考えられることなどを考慮す

れば，本件火災の出火場所は，西側和室の内部（以下「Ａ地点」とも

いう。）であったと見ることが相当である（Ｆ１７項。なお，乙３参

照。）。 

  イ この点について，Ｆ鑑定は，Ａ地点に加えて，１階東側和室からス

テージにかけての部分（以下「Ｂ地点」という。）も出火場所である

と判断している。このように，Ｆ鑑定がＡ地点のみならずＢ地点も出

火場所であると判断する主たる根拠は，Ａ地点とＢ地点付近は焼損の

程度が著しいのに対して，（Ｂ地点とＡ地点の間に位置する）１階リ

ビングの床部分がそれほど焼損，崩落していない点にあると考えられ

る（乙１１，Ｆ１６７項）。 

しかしながら，１階リビングには床下暖房が設置されており，アル

ミ箔が床板の下に敷かれていたのであって（乙１１，Ｆ１５９項），

当該アルミ箔の存在によって１階リビングの床部分が（Ａ地点及びＢ

地点と比較して）それほど焼損しなかったとも考えられるところであ

る（Ｆ２６２項，３６７項，３６８項）にもかかわらず，Ｆ鑑定にお

いては，当該アルミ箔の影響について慎重に検討された形跡も見られ

ないのであって，Ｆ鑑定のとおり直ちにＢ地点を出火場所と認定する

ことはできないというべきである。 

   ウ 以上によれば，本件火災の出火場所として認定できるのは，Ａ地点

のみである。 
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 （３）放火以外の出火原因について 

 ア タバコの火の不始末の可能性 

   （ア）前記認定事実のとおり，Ｅが本件火災の前日に西側和室のコタ

ツに座って数本タバコを吸い，吸い殻を陶器の灰皿に入れた事実が

認められるところ，実況見分の結果でも灰皿下部の畳部分に焼けこ

みが見られていないこと（乙４参照）からすれば，当該灰皿から吸

い殻が落下した等の理由により出火に至った可能性は考えにくいと

ころである。 

   （イ）そして，Ｆ鑑定でも，西側和室にタバコなどの微小火源による

燻焼した部位は全く確認されないとされていること（乙１１，Ｆ２

７６項ないし２７８項），消防もタバコの火の不始末が出火原因で

ある可能性について否定的見解を示していると考えられること（乙

３）からすれば，本件火災の出火原因がタバコの火の不始末である

可能性は極めて低いものと考えられる。 

   イ 暖炉の火の不始末の可能性 

     前記認定事実のとおり，Ｅが暖炉を最後に使用した日が平成１９年

１１月２５日であると認められること，暖炉内部の焼損が見られない

ことなどからすれば，本件火災の出火原因が暖炉の火の不始末である

可能性は極めて低いものと考えられる（Ｆ１６４項，乙３参照）。 

  ウ その他の失火ないし自然発火の可能性 

     その他，本件において，西側和室にあったコタツ（Ｆ９２項ないし

９８項参照），リビングの残焼物の中に見られるライター（Ｆ７０項

ないし８２項参照），リビングの床下暖房（Ｆ１５９項参照），勝手

口付近の配電盤（Ｆ８３項ないし９１項参照），ハロゲンヒーター

（乙３）など，失火ないし自然発火の原因となりうる箇所についても，

出火原因となった痕跡は特段見受けられないところであり（Ｅも，電
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化製品の不具合を感じたことは無かった旨を説明している。乙７），

失火ないし自然発火の可能性を合理的に疑わせる事情は認められない。 

   エ したがって，本件火災が失火ないし自然発火によって発生したもの

である可能性は極めて低いというべきである。 

 （４）第三者による放火の可能性 

  ア 上記（２）のとおり，本件火災の出火場所は本件建物内部の西側和

室であると認められるところ，前記認定事実のとおり，本件建物の玄

関の引き戸は本件火災当時きちんと閉まっていたと考えられること，

Ｅも当該部分の施錠を確認したとしていること，勝手口のドアも閂の

出た状態で焼損しており本件火災当時は施錠されていたと認められる

こと，その他，本件建物に第三者が侵入した事実を裏付ける事情も本

件において特段見受けられないことなどからすれば，本件火災が第三

者の放火により発生した可能性は極めて低いものと考えられる。 

イ なお，前記認定事実のとおり，本件火災の当時，本件建物の玄関の

引き戸の４箇所の錠のうち１箇所が「開」になっているように見える

事実が認められるが，Ｅが当該部分も含めて施錠を確認したとしてい

ること（Ｅは，玄関の扉が開かないか，ガタガタと動かしてみる等の

確認をしていた。Ｅ３－１２８項）等も考慮すれば，直ちに当該部分

が本件火災の当時において解錠されていたということはできず，また，

前記認定事実のとおりの本件建物の周辺の状況からして無関係な第三

者が本件建物を訪れるとは考えがたいことなども併せ考えれば，仮に

当該箇所が施錠されていなかったとしても，第三者による放火の可能

性が一定程度あったということはできず，上記判断を左右しないとい

うべきである。 

 （５）原告又はその意を受けた者による放火の可能性 

   ア 続いて，原告又はその意を受けた者による放火の可能性について検討す



16 

るに，前記認定事実のとおり，原告は本件建物の勝手口の鍵を所持してい

たと認められ，また，Ｅも本件建物を使用しており，本件建物の鍵を所持

していたと認められるので，原告又はＥ若しくは同人らから鍵を渡された

人物であれば，本件建物の内部に侵入して放火を実行することは可能であ

ったといえる。 

そこで，以下，本件火災が原告又はその意を受けた者の故意によって発

生したものと推認できるかについて，検討する。 

  イ 原告が本件不動産を購入した経緯等について 

（ア）原告は，本件不動産を購入した経緯等について，大要，①平成１

９年９月下旬ころに，突然，Ｅから電話があって，本件不動産を利用し

た事業を計画しているが，購入資金がないのでスポンサーを探している，

という話があった，②原告自身が本件不動産をインターネットで確認し

たところ，上質な物件で価格も手ごろであったため，１階をＥに賃貸し

て２階を退職後の夫婦の住居としようと考えて，本件建物を購入するこ

とを検討するようになった，③同年９月３０日に仲介する不動産屋に赴

き，その案内で本件不動産を実際に見分した上で，Ｅに事業計画につい

ての説明を求めた，④Ｅから事業計画の説明を受けて，十分見通しが立

つようであると判断できたこと，敷金として１５０万円の預託を受ける

等の賃貸の条件を出したところＥが全て承諾したことから，本件不動産

の購入とＥへの１階部分の賃貸を決意した，⑤そして，同年１０月１６

日，Ｈから，本件不動産を代金合計額２４２０万円で購入した，⑥購入

の原資は，本件マンションの地下にある物置スペース内のゴルフのキャ

ディバッグのポケットに保管していた現金２６００万円を充てた，と主

張し，これに沿う供述をする（甲２１，原告７１項ないし７８項）。 

    （イ）しかし，原告が本件不動産の話を最初に聞いたとされる時点（平成

１９年９月下旬ころ）から，原告がこれを実際に購入した時点（同年１
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０月１６日）までの期間が，わずか１か月足らずであり，その短い期間

内に，原告が，それまで親しい関係にあった訳でもなくその経済状態も

知らなかったとするＥの事業計画について，十分な事業計画書も示され

ないままに（甲１０，原告４４５項），本件不動産を購入して１階部分

をＥに賃貸する形で当該事業に関与する旨を決めたとされていることは，

原告の銀行員等としての経歴等に照らして，必ずしも合理的な判断とは

考えられず，不自然であるというべきである。 

また，原告は本件建物の２階部分を退職後の原告ら夫婦の住居としよ

うと考えていたとするが，そうであれば当該計画について原告の妻に対

して事前に説明していてしかるべきところ，事前に説明していなかった

こと（原告４６２項ないし４６４項）は，不自然であると評価せざるを

得ない。殊に，本件建物の１階部分を他人であるＥに貸してその事業で

ある高齢者向けの施設とし，原告ら夫婦が２階部分に居住する計画であ

ったというのであるから，そのように複数の他人（入居者ら）との共同

生活が見込まれる以上，たとえ，後に工事を行って出入口を別に作る予

定であったとしても（原告４６０項），事前に妻に事情を説明しておく

ことが常識的な対応であると考えられるが，それにもかかわらず，原告

は妻には事前に何ら説明・相談をしていないというのであって，これは

著しく不自然である。 

さらに，原告の主張によると，原告は当時３０００万円程度の現金を

持っており，そのうちの２６００万円を本件不動産の購入に注ぎ込んだ

とされているが（原告４４０項，４４１項，４４７項，４４８項），そ

の保有する金融資産の大半を本件不動産の購入に充ててしまうことにな

り，本件不動産購入時の原告の年齢や原告は近々の退職が見込まれてい

たこと（原告４４９項）等を考慮すると，この点も不自然であると考え

られる。 
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また，原告は，２６００万円もの現金を本件マンションの地下の物置

スペース内に保管していたとしているところ，このような場所に多額の

現金を保管していたということも全くあり得ない話とまでは言えないも

のの，多額の現金を手元に置いておきたい等とする原告の説明を踏まえ

てもなお，不自然であると言わざるを得ない。 

   （ウ）その他，本件に現れた一切の事情を考慮しても，原告が本件不動

産を購入した経緯等として主張する上記（ア）の経緯等は，不自然

な点が多数見受けられ，よって，原告が本件建物を購入する合理的

理由があったとは認められないというべきである。 

  ウ Ｅによる本件建物の利用等 

   （ア）原告は，原告とＥの間に本件建物の一部についての賃貸借契約が

締結されており，Ｅが本件建物を占有している合理的理由があること

は明らかである旨を主張する。 

   （イ）しかし，前記認定事実のとおり，原告とＥの間の本件建物の１

階部分の賃貸借契約書は，体裁の異なるものが複数締結されており，

更に，Ｅは本件共済契約の締結に際して，これらの契約書とは（賃

借の対象が本件建物全体であるように記載され，契約期間も２０年間

とされている等の）内容の相違がある別の賃貸借契約書を提示してい

たと認められることからして，原告とＥの間の賃貸借契約には不自然

な点が見受けられる。 

そして，原告が証拠提出する１階部分のみを対象とする契約書の

内容を前提としても，当初の半年間の賃料が無料であるなどの不自

然とも思われる規定があること，敷金１５０万円の授受を裏付ける

客観的証拠が見当たらないこと（原告によると，領収書は焼失した

とされ，金銭授受も現金で行われて預金していないため銀行振込の

記録等が存在しないとされる。乙１４，Ｅ２－８１項ないし８３
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項），前記認定事実のとおりのＥの経済状態からして，Ｅが当該１

５０万円をどのように調達したかという点も不自然に思われるとこ

ろ，Ｅはこの点について借金によるとするのみで，明確に貸主につ

いて供述できていないこと（Ｅ２－７７項ないし８０項），加えて，

Ｅの事業計画について十分な事業計画書も作成されておらず（甲１０，

原告４４５項）その実現可能性は不明であったことや，前記認定事実

のとおりのＥの事業における本件建物の用途についての説明の変遷

（グループホームであるか否か）なども考慮すれば，原告が本件建物

の１階部分をＥに賃貸したとする原告の主張は，不自然な点が多数

見受けられると言わざるを得ない。 

   （ウ）以上のことからすれば，原告がＥに本件建物を占有させていた

合理的な理由があったとは認められないというべきである。 

  エ その他の事情 

   （ア）前記認定事実のとおり，原告及びその妻の経済状態は不明であ

るという他ない。 

（イ）また，原告らは，前記認定事実のとおり，実際の住所地である

本件マンションの他に，本件第２住所地や本件第３住所地など，本

来の住所地ではない場所に住民票や郵便ポストを置くなどしており，

その実際の住所地を秘匿する意図があるものと認められるところ，

この点についての原告の説明は右翼系暴力団員からいわれのない脅迫

を受けた経緯があったこと等のにわかに措信し難い内容であることか

らすれば，原告らがこのように居住実態を秘匿していることは債権者

等の追及を逃れる等の動機によるものである可能性も相当程度認めら

れ，ひいては，原告が認めている借財以外にも原告に借財がある可能

性も相当程度認められるといえる。 

   （ウ）そして，本件建物の購入価格は，本件不動産の代金合計額が２４
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２０万円であることからして，その一部であると解されるところ（な

お，本件不動産の購入価格のうち，どの部分が本件建物の購入価格で

あるかついては，不動産売買契約書上は明らかでない。甲７），前記

前提事実のとおり，この購入価格と比較して相当多額の基本保険金額

（６０２４万円）が本件保険契約において設定されていたことからす

ると，（前記認定事実のとおり，当該金額が原告主導で決められたも

のではないと認められることを考慮しても）原告は本件火災によって，

相当額の経済的利得を得ることになるということができる。 

   （エ）以上からすれば，原告に本件建物を火災により焼失させて保険

金を領得する動機があったと考えることは十分可能である。 

（オ）なお，前記認定事実のとおり，Ｅは，多額の借財を抱えており，

破産するか否かを迷っている経済状態であったというのであるから，

本件共済契約に基づく共済金を取得しようと意図して原告に協力し

たとしても矛盾はない。 

  オ 小括 

（ア）以上で指摘した各事情は，いずれも，原告が近い将来における

火災の発生を具体的に想定し，保険金を取得することを目的として，

原告又はその意を受けた者が本件火災を引き起こしたことを推認さ

せるものといえる。 

   （イ）そして，この推論は，本件火災が平成１９年１２月２日という，

本件保険契約の締結時（平成１９年１０月１７日）及び本件共済契

約の締結時（平成１９年１１月１６日）からさほど間がない時期に

発生した事実によって補強されるということができる。 

 （６）まとめ 

    以上の検討のとおり，本件建物の焼損状況等からみて，本件火災の出火

場所は本件建物内であると考えられること，本件火災の出火原因が放火以
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外である可能性は極めて低いこと，本件建物の状況等に照らすと，第三者

による放火の可能性も極めて低いこと，これに対して，原告が本件建物を

購入する合理的な理由があったとは認められないこと，原告がＥに本件建

物を占有させていた合理的な理由があったとは認められないこと，その他

の上記各認定の事情を総合的に考慮すれば，本件火災は原告又はその意を

受けた者の故意によるものと推認するのが相当である。 

２ 以上のとおり，本件火災が原告又はその意を受けた者の故意によるもの

であると認められる以上，被告は原告に対して本件保険契約に基づく保険

金支払義務を負わないことになるから，その余の点について判断するまで

もなく，原告の請求は理由がない。 

第４ 結論 

 以上の次第で，原告の本件請求は理由がないから棄却すべきである。 

 よって，主文のとおり判決する。 

 福岡地方裁判所第２民事部 

 

裁判官  圓 道 至 剛 
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別紙１ 

 

省略               
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                                別紙２

       

                  省略 
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別紙３ 

 

省略 
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別紙４ 

本件建物内部の焼損状況等 

 

 以下で，「写真○」とあるのは，認定根拠となる乙１０号証の写真番号を指すも

のとする。 

 

１ 玄関から本件建物内部を見分すると，間柱が焼損し，床面には瓦が散乱して

いる（写真１５）。 

２ 本件建物内部から玄関を見分すると，玄関の扉上部の間柱に焼損が認められ，

北側には壁が一部残存していることから，南側から延焼したことが分かる。ま

た，玄関南側の間柱には，全体に亀の甲羅状の焼損が認められる。（写真１

６） 

３ 本件建物内部から玄関北側を見分すると，屋根及び窓ガラスは焼け落ち，窓ガ

ラス上部の母屋（もや）は東側に変形が認められる（写真１７）。 

４ 玄関から本件建物内部を見分すると，玄関東側のトイレの玄関側の隔壁は焼け

落ちており，胴縁には下部及び南側に焼損が認められ，南側から延焼したこと

が分かる（写真１８）。 

５ 台所から玄関側を見分すると，屋根は焼け落ち，台所の冷蔵庫や電子レンジは

焼損し，散乱している。トイレと台所との隔壁は焼き崩れており，間柱は北側

に行くにつれ残存しているため，南側から北側に延焼したことが分かる。（写

真１９） 

６ リビングから玄関側を見分すると，屋根は焼け落ち，ラチス柱及びろく梁は変

色し，玄関の板間は焼失している（写真２０）。 

７ 広縁から北側を見分すると，床は焼け落ち，根太及び床づかには亀の甲羅状の

強い焼損及び焼け切れが認められる。また，ろく梁は，リビングの近くが変形

している。（写真２１） 
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８ 西側和室内部から広縁側を見分すると，窓は焼け落ち，間柱，上枠及び縦枠に

焼損が認められるが，外壁は残存している（写真２２）。 

９ リビング内部からテラスを見分すると，吹き抜け部分の外壁は焼け落ち，シャ

ッターは全体的に焼損して変形しており，床面には焼損した収容物が散乱して

いる（写真２３）。 

１０ 西側和室から東側を見分すると，西側和室の床は焼け落ち，根太及び床づか

は亀の甲羅状の焼損が認められ，焼損が強かったことが分かる。また，リビ

ング及び東側の各部屋も全体的に焼損し，収容物が散乱している。（写真２

４） 

１１ ステージから南側を見分すると，床には収容物が焼損し散乱しており，南側

の窓ガラスは焼け落ち，間柱も焼損し倒れている。また，２階床及び外壁は

焼け落ちている。（写真２５及び２６） 

１２ 東側洋室を見分すると，窓ガラス及び床は焼け落ち，根太及び間柱に焼損が

認められるが，外壁は残存している（写真２７）。 

１３ リビングから南東側を見分すると，１，２階とも床は焼け落ち，間柱には焼

損が認められるが，１階の外壁は残存している。また，上部のろく梁は焼損

して変形している。（写真２８及び２９） 

１４ リビングから東側を見分すると，窓ガラス及び床は焼け落ち，根太及び間柱

は焼損している（写真３０）。 

１５ 東側洋室から東側トイレ・北側浴室を見分すると，間柱及び胴縁は焼損して

いるものの残存しており，上部鉄骨は西側に変色が認められ，西側から延焼

したことが分かる。また，浴室の隔壁は残存している。（写真３１） 

１６ 北側浴室内を見分すると，タイルにすすの付着が認められるが，剥離は認め

られない（写真３２）。 

１７ 北側浴室上部を見分すると，屋根は焼け落ちているが北側外壁は残存してい

る。また，間柱は焼損しており，２階床及び２階間柱は東側を残し焼失して
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いる。（写真３３） 

１８ ２階東側を見分すると，屋根及び２階は焼け落ちているが，外壁は残存して

いる。縦梁及び横梁は焼損し表面が剥離している。（写真３４） 

１９ １階洗面所部分を南から見分すると，２階は焼け落ち，間柱は焼損している

ものの残存している（写真３５）。 

２０ 洗面所部分を詳細に見分すると，台所と洗面所の間の隔壁は東南側が焼け崩

れており，南側から延焼したことが分かる（写真３６）。 

２１ リビングを南から見分すると，床は一部焼け落ち，収容物が散乱しており，

暖炉の枠は一部崩れている（写真３７）。 

２２ 暖炉東側を見分すると，鉄骨の横梁は変色及び変形している。また，洗面所

と台所の間の隔壁は北側が残存し，間柱は南側から北側にかけて曲線状に焼

き切れている。よって，吹き抜け部分は西側から東側へ，洗面所部分は南側

から北側へ，延焼したことが分かる。（写真３８及び３９） 

２３ 建物北側の勝手口は，全体的に焼損し，ガラスは焼き崩れている（写真４

０）。 

２４ リビングの暖炉を見分すると，暖炉そのものは焼損し一部崩れているが，煙

突は原形を留めている。また，暖炉上部の鉄骨は，横梁は暖炉の東側に，ろ

く梁は煙突との接触部分に，変形が認められる。（写真４１） 

２５ 暖炉を東側から見分すると，暖炉の裏面は変形及び変色等の焼損は認められ

ず，横梁より下の煙突部分にも，横梁から上の煙突部分のような焼損は認め

られない。また，暖炉上部の横梁は焼損し変形している。（写真４２） 

２６ 暖炉裏面を台所側から見分すると，外枠及び上枠は一部崩れており，台所は

焼損した収容物が堆積している（写真４３）。 

２７ 台所西側及びトイレ部分を見分すると，横梁は台所とトイレの隔壁部分に焼

損が認められ，焼損が強かったことがわかる。また，外壁の間柱は亀の甲羅

状の焼損が認められる。（写真４４） 
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２８ 煙突上部部分を南から見分すると，煙突近くの外壁は残存している。また，

母屋（もや）は煙突南側及び東側に変形及び変色が認められ，焼損が強かっ

たことが分かる。（写真４５） 

２９ 玄関部分の上部を見分すると，横梁中央部分が焼損し変色しており，母屋

（もや）は一部変形している。玄関北側の窓上部の間柱の一部には焼損は認

められない。（写真４６） 

３０ 西側和室からリビング方向を見分すると，リビングの暖炉前の床は床暖房用

のアルミ箔が残存しているが，アルミ箔の下の床は一部焼け落ち，西側及び

南側の床も焼け落ちている。また，西側和室は，南側の一部を残して焼け落

ちている。（写真４７） 

３１ リビングの暖炉両脇の床は残存しているが，暖炉前の床は一部焼け落ちてお

り，根太に一部焼損が認められる（写真４８ないし５１）。 

３２ 暖炉内部を見分すると，東側に比べて西側に外枠の崩壊が強く認められる。

また，暖炉内からの延焼を示す焼損は認められないため，暖炉西側から延焼

したものと考えられる。（写真５２） 

３３ 本件建物内部を東から見分すると，床は西側和室の南側及び暖炉前を一部残

し，西側和室の玄関側，リビング中央及びステージ部分の床は焼け落ちてい

る（写真５３）。 

３４ 吹き抜け部分及び玄関側の上部を見分すると，玄関上の外壁は一部残存し，

他は焼け落ちている。屋根は焼け落ちており，１階外壁は焼損しているもの

の残存している。（写真５４） 

３５ 暖炉の裏（北側）部分を西から見分すると，間柱は焼け細り，床は一部焼け

落ち，根太にも焼損が認められる（写真５５）。 

３６ 暖炉の裏（北側）部分を東から見分すると，床は焼け落ち，大引には東側に

比べ西側に焼け細りが認められるが，床づかは焼損しているものの強い焼損

は認められない（写真５６ないし５９）。 
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３７ 西側和室を南から見分すると，木製の応接台は全体に焼損して倒れており，

床は西側和室の中央及び北側とも全て焼け落ちている。根太も全て焼失し，

大引は焼け細りが全体的に認められ，西側和室の中央部分は焼失しており，

焼損が強いことが分かる。（写真６０） 

３８ 西側和室と玄関板間の間の敷居を見分すると，西側の敷居は上部に亀の甲羅

状の焼損が認められ，東側にいくにつれ敷居下部に亀の甲羅状の焼損が認め

られ，大引も焼け細り焼け切れていることから西側和室の北側付近は東側に

いくにつれ，床下からの焼損が強かったことが分かる（写真６１及び６２）。 

３９ 西側和室を東から見分すると，床は中央より南側に一部残存しているものの，

他は焼け落ちている。床が焼け落ちている部分は根太も焼け落ち，大引も全

体に焼損し焼け細りや焼き切れが認められる。（写真６３） 

４０ 西側和室の玄関側を東から見分すると，根太は焼失し，大引及び床づかに亀

の甲羅状の焼損及び焼け細りが認められ，焼損が強かったことが分かる（写

真６４）。 

４１ 西側和室の中央部分を東から見分すると，大引に焼け細りがあり強い焼損が

認められる（写真６５）。 

４２ 西側和室の南側及び広縁をリビング中央から見分すると，広縁の床は焼け落

ちているが，根太は一部残存している（写真６６）。 

４３ 西側和室の床が残っている部分を見分すると，畳の表面が焼損しており，ハ

ロゲンヒーターが焼損しているのが認められる（写真６７）。 

４４ ハロゲンヒーターを見分すると，土台は焼失し，反射板は変形している。軸

には焼損は認められないため，延焼により焼損したと考えられる。（写真６

８） 

４５ Ｅの供述でタバコを吸うときに使用していたとされていた陶器の灰皿が，ハ

ロゲンヒーターの北側に割れた状態で認められた（写真６９）。 

４６ 西側和室の南側の管柱及び床づかは，亀の甲羅状の焼損が大きく，焼損が強
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かったことが分かる。また，大引は上部及び下部に均等に深い焼損が認めら

れる。（写真７０） 

４７ 西側和室の中央部分を西から見分すると，大引は全体に焼損し，一部には焼

  け細り，強い焼損が認められる（写真７１）。 

４８ 西側和室の北側部分を西から見分すると，大引及び床づかに亀の甲羅状の焼

損が認められる（写真７２）。 

４９ 西側和室とリビングの間の敷居を西側和室の側から見分すると，敷居の上部

及び下部に焼損が認められる（写真７３）。 

５０ 大引が焼け細りしている部分を見分すると，大引に亀の甲羅状の焼損が均等

に認められ，床づかにも上部から下部にわたり，均等に強い焼損が認められ

る（写真７４）。 

５１ 西側和室を玄関側から見分すると，敷居は（写真の）中央部分に焼損が認め

られる。畳が厚さ１０センチメートル程度あったにもかかわらず，根太は焼

失しており，大引及び床づかは焼け細りや焼け切れが認められることから，

焼損が非常に強かったことが分かる。（写真７５） 

以 上 


